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東京都地球温暖化防止活動推進センターとは   

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第３８条に規定され、地球温暖化防止活動の推

進を図ることを目的とする一般財団法人の中から一つを、都道府県知事が指定するもの

です。東京都においては、財団法人東京都環境整備公社（現公益財団法人東京都環境公

社）が平成 20年２月４日に、東京都地球温暖化防止活動推進センターとしての指定を受

け、同年４月１日に活動を開始しました。 

 

（お問い合わせ先） 

公益財団法人東京都環境公社 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京） 

〒163－0817 

東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿 NSビル 17階 

ＴＥＬ：03-5990-5269 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo/planrec/ 

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 

９時 00分～12時 00分、13 時 00分～17 時 00分 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo/planrec/
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１ 事業概要 

1.1 背景及び目的 

東京都は、2030年カーボンハーフの達成に向け、再生可能エネルギーの導入促進の一環と

して、新築・既存住宅への太陽光発電システムや蓄電池システムの設置を強力に推進してい

ます。 

そのため、太陽光発電システム及び蓄電池システム（以下「太陽光発電システム等」とい

う。）の導入に係る都民の負担を軽減するため、初期費用ゼロで太陽光発電システム等を設置

するサービスへの助成事業（「住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業（以下「本事業」

という。）」）を開始します。 

このたび、本事業の開始にあたり、助成対象となる「事業プラン」の募集を行います。本事

業プラン募集要領は、住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業事業プラン登録要綱（以

下「事業プラン登録要綱」という。）の補足をなすものです。 

 

1.2 助成対象となる事業プラン 

リース・電力販売・屋根借り・自己所有モデル等、初期費用ゼロで太陽光発電システム等

を設置するサービスを提供する事業者に対して助成した設置費用の一部を、サービス利用料

金の低減等を通じて住宅所有者等に還元し負担を軽減する事業プランが助成対象となります。 

＜初期費用ゼロで太陽光発電システム等を設置するサービスの例＞ 

リース 電力販売 屋根借り 自己所有モデル 

事業者は、太陽光発電

システム等を住宅所有

者等にリースする。 

住宅所有者等は、発電

された電気を利用す

る。 

事業者は、発電された

電気のうち、住宅所有

者等の自家消費分の電

気を住宅所有者等に販

売し、余剰分を電力会

社等に販売する。 

事業者は、屋根の賃料

を住宅所有者等に支払

い、発電された電気を

電力会社に販売する。 

事業者は、発電された

電気の売電権と引き換

えに、太陽光発電シス

テム等の所有権を住宅

所有者等に移転する。 

 

 

1.3 住宅所有者等の定義 

 本事業において住宅所有者等とは住宅所有者（太陽光発電システム等を設置する部分が住

宅に係る区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号）第２条第２

項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）の全員の共有に属する場合にあっては、当該住

宅に係る同法第 25 条第１項の管理者又は同法第 47 条第２項の管理組合法人）又は太陽光発

電システム等が設置される住宅に、住宅所有者と同居する第一親等の親族（ただし、住宅所

有者の同意を得た場合に限る。）を指します。 
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1.4 本事業の流れ 

ステップ１：事業プラン申請・登録 

公益財団法人東京都環境公社（公社）が「事業プラン」を募集し、審査の結果、要件に合致

した事業プランを登録します（応募された事業プランは順次審査・登録します）。登録した事

業プランは公社のホームページ等で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：助成金交付申請  

事業プラン登録後、登録された事業プランに係る契約を住宅所有者等と締結してください。

契約締結後、公社に対して助成金の交付申請を行うことができます。 

助成金は事業者に支払われますが、サービス利用料金の低減等を通じて住宅所有者等への

還元が必要です。 

※プラン登録完了前に契約した案件については助成対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

1.5 事業期間 

令和４年度～令和 12 年度（助成金の交付は令和 14年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業プラン申請 

③登録 

②審査 

④設置報告書

⑥助成金交付

（住宅所有者） （事業者） （公社）

⑦住宅所有者へ還元

⑤審査

（公社） 

④登録事業プラン公表 

①事業ﾌﾟﾗﾝの申請

④登録事業
ﾌﾟﾗﾝの公表

（事業者） （公社）

③登録

（住宅所有者）

②審査

（事業者） 

①事業ﾌﾟﾗﾝの申請

④登録事業
ﾌﾟﾗﾝの公表

（事業者） （公社）

③登録

（住宅所有者）

②審査

（住宅所有者等） 

②助成金申請 

③助成金交付 

④設置報告書

⑥助成金交付

（住宅所有者） （事業者） （公社）

⑦住宅所有者へ還元

⑤審査

（公社） 
①事業ﾌﾟﾗﾝの申請

④登録事業
ﾌﾟﾗﾝの公表

（事業者） （公社）

③登録

（住宅所有者）

②審査

（事業者） 

①事業ﾌﾟﾗﾝの申請

④登録事業
ﾌﾟﾗﾝの公表

（事業者） （公社）

③登録

（住宅所有者）

②審査

（住宅所有者等） 

①登録事業プラン契約 

④住宅所有者等へ還元 
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２ 事業プラン募集の要件 

2.1 応募者の要件（事業プラン登録要綱第３条参照） 

以下に該当する場合、応募することができません。 

・暴力団 

・暴力団員等 

・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する

者があるもの 

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でその復権を得ないもの 

・税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けたものその他公的資金の交付先として社会

通念上適切であると認められないもの 

  



住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 事業プラン募集要領 ver5.1 

4 

 

2.2 事業プランの要件（事業プラン登録要綱第４条参照） 

登録に必要な事業プランの要件は以下のとおりです。 

① 太陽光発電システム等の設置に係る経費のうち、設備費（太陽光発電システム等の設

備の購入等に要する経費）について、住宅所有者等が負担する初期費用が不要なサー

ビスであること（工事費のみ住宅所有者等が負担する事業プランは初期費用ゼロに含

む。）。 

なお、住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）第３条第八号から第十一号までのいずれにも該当しない太陽光発電システム等の

販売（割賦販売を含む。）に係るものを除く。 

② 設置される太陽光発電システム等が、停電時においても電気供給を継続する機能を有

していること。 

③ 太陽光発電システム等が故障した場合、事業者又は機器製造者による速やかな交換又

は修理が行われるサービスが、契約期間中、付帯していること。 

④ 交付される助成金総額が、住宅所有者等の契約した登録事業プランの契約期間内のサ

ービス利用料金等の合計額から控除されている（屋根借りの場合は、助成金総額が契

約期間内の屋根の使用料の合計額に加算されている。）、又は住宅所有者等に還元され

るものであること。ただし、初期費用ゼロサービスの契約締結時点で、初期費用ゼロ

サービス契約期間内に住宅を売却することを前提として住宅を所有する事業者との契

約の場合は、売却後の住宅所有者等に助成金総額を一括で還元するものであること。 

⑤ 太陽光発電システム等又は当該設備の取付工事が原因で生じた身体障害又は財物損壊

に起因する賠償責任補償が付加されていること。 

⑥ 設置施工の安全性確保について、対象機器が立地上又は構造上危険がないことを確認

すること。また、公社が求めた場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じるこ

と。 

⑦ 周辺環境への配慮に係る関係ガイドラインの遵守について、『太陽光発電の環境配慮ガ

イドライン（環境省）』に準拠するとともに、「都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること。 

⑧ 太陽光発電システムが次の要件を全て満たしていること。 

・太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所（JET）

が定める JETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以

上であること又は国際電気標準会議（以下「IEC」という。）の IECEE-PV-FCS制度に加

盟する認証機関による太陽光モジュール認証を受けたものであること（認証の有効期

限内の製品に限る。）。 

・未使用品であること。 

⑨ 機能性ＰＶの設置に当たっては、「優れた機能性を有する太陽光発電システムの設置に

ついて（東京都環境局）」（令和５年３月 31 日付４環気環第 364号）の留意事項に記載

のある設置方法に従い設置していること。 

⑩ 蓄電池を設置する場合は、設置する蓄電池が次の要件を全て満たしていること。 

・定置用（据え付け工事を行い、建物の壁や床などへ固定されるもの。いわゆるポータブ

ル蓄電池は不可です。）であること。 
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・未使用品であること。 

・国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス（ZEH）化等支援事業）における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシ

アチブにより登録されているものであること。 

⑪ 住宅所有者等との契約について、契約期間が 10年以上であること。 

⑫ 太陽光発電システムから得られる環境価値について、住宅所有者等から譲渡を受ける

事業プランにおいては、譲渡を受けた環境価値については、都内で活用するものであ

ること。ただし、固定価格買取制度の活用は可とする。 
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３ 応募手続き 

3.1 事業プランの登録申請・受理・決定（事業プラン登録要綱第５条及び第６条参照） 

事業プランの登録を申請する事業者（以下「プラン申請事業者」という。）は、事業プラン

登録申請書（プラン様式１）その他の別表１に掲げる書類を公社に提出してください。 

公社は、事業プラン登録申請書の提出を受けた後、順次審査を行い、登録の可否を決定し

ます。 

事業プランの登録を決定した場合、事業プラン登録決定通知書（プラン様式６）により、

その旨をプラン申請事業者に通知するとともに、登録したプランを公社のホームページに掲

載します。事業プランの登録を行わない決定をした場合、事業プラン登録非承認通知書（プ

ラン様式７）により、その旨を事業プラン申請事業者に通知します。 

 

＜注意事項等＞ 

（１）事業プランが複数の事業者により共同で実施するプラン（共同事業プラン）である場

合は、当該共同事業プランの関係者を共同事業者として、共同で申請してください。 

  ＜共同事業者の例＞ 

   ・設備の所有権を有する事業者（転リース契約、リースバック契約等におけるリース

契約関係者等） 

   ・設置経費に係る領収書の宛先となる、プラン申請事業者以外の事業者（ただし、住

宅所有者等が工事費を負担する場合は除きます。） 

   ・住宅所有者等との初期費用ゼロサービス契約が複数者間となる場合の契約関係者 

＜共同事業者に該当しない例＞ 

 ・単に設備の購入先となる事業者 

 ・単に施工の委託先となる事業者 

 ・保証会社や収納代行会社 

    ※上記以外の事例につきましては、その都度確認の上、判断いたします。疑問点等

ございましたら、ホームページよりお問い合わせフォームにてご質問ください。 

（２）応募いただいた事業プランから順次審査を行い、要件を満たすことが確認できたプラ

ンから順次登録します。 

（３）予算残高により、募集を締め切る場合があります。 

（４）登録した事業プランについては、様式２及び様式３の記載事項を公表します。 

（５）公社が受付した申請書類に不備がある場合において、プラン申請事業者に公社が修正

を求めた日の翌日から起算して 90 日以内にプラン申請事業者が当該不備の修正を行

わないときは、その申請が撤回されたものとみなし、提出済みの書類を破棄します。 

（６）プラン登録申請時にプラン様式２にて機能性ＰＶを設置不可としているプランは、機

能性ＰＶの上乗せ補助の対象外となります。機能性ＰＶの上乗せ補助を受けたい場合

は、「4.2 事業プランの変更」を参考に変更申請をお願いいたします。 
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3.2 事業プランの単位について 

（１）サービス約款等が同じであれば、太陽光発電システムを設置するプラン、太陽光発電

システムと蓄電池を併せて設置するプランを同一のプランで申請することが可能です。 

（２）以下の場合は、別々のプランとして申請してください。 

 ・共同事業者が異なる 

  設備の所有権を有する事業者等、共同事業者が複数存在するサービスの場合は、共同事

業者ごとに別のプランとして申請してください。なお、１つのサービスについて複数の

事業プランを登録する場合、本事業のＨＰにおいて１つの事業プランとして掲載するこ

とも可能です。その場合は、プラン様式２において、事業ＨＰへの掲載可否を『掲載不

可』とし、理由欄をご記入のうえ提出してください。 

 ・プラン様式３の内容（助成金の還元方法等）が異なる 

  １つの案件に対し、一括還元や分割還元等、その他の還元方法から選べるプランの場合

は、還元方法ごとに別のプランとして申請してください。 

なお、１つの案件に対し一括還元と分割還元を併用するプラン（還元方法はその１種類

のみのプラン）は、１つのプランとして申請してください。 

 ・サービス利用料金を回収する事業者がプラン登録事業者とは異なる 

住宅所有者等からサービス利用料金を回収する事業者が複数存在するスキームの場合は、

それぞれ別のプランとして申請してください。 

（例：賃貸オーナーとの初期費用ゼロサービス契約において、住宅管理会社が家賃とと

もにサービス利用料金を回収し、プラン登録事業者に支払う） 

※ 登録が可能な事業プラン数に制限はありません。 

 

3.3 書類提出方法 

（１）プラン登録の申請は原則として HPのプラン登録申請フォームから行ってください。プ

ラン登録申請フォームは以下のプラン登録申請ポータルサイトからアクセスすること

ができます。画面の指示に従い必要事項を入力の上、提出書類を添付し、フォームを

送信してください。ポータルサイト内に操作マニュアルを掲載していますので、申請

にあたってはよくご確認ください。 

 

ページ名 URL 

プラン登録申請 

ポータルサイト 

https://cnt-tokyo-

co2down.viewer.kintoneapp.com/public/initial-cost0-zokyo-plan-

portal 
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（２）プラン登録申請以外は原則、電子メールで書類を提出してください。また、以下の注

意事項を遵守してください。 

・データは PDF 形式とし、様式については必ず Excel データも格納してください。 

・データは様式・添付資料の名称や番号等が必ずわかるようにしてください。 

・次の公社指定のメールアドレスに申請書類一式を添付の上、送信してください。 

※メールの件名を「【初期ゼロ】●●提出」としてください。 

●●にはプラン内容変更、事業名称変更、事業者変更のいずれか該当する申請を

記載してください。 

※メールに添付可能なデータ容量は、概ね 10Mバイトです。容量が大きくなる場合、 

メールを複数に分けてください。 

 

提出用メールアドレス 

cnt-shokizero-zokyo@tokyokankyo.jp 

 

3.4 プラン登録事業者の責務（事業プラン登録要綱第７条参照） 

プラン登録の決定に当たり、プラン登録承認の通知を受ける事業者（以下「プラン登録事

業者」という。）は以下の責務を遵守してください。 

・住宅所有者等からの登録事業プランに関する問合せ等に誠実に対応すること。 

・登録事業プランに関する苦情やトラブルに対し、誠実に対応すること。 

・登録事業プランについて、自社のサービスが本事業の登録事業プランとして登録された

旨を公表するとともに、標準価格及び当該登録事業プランを利用することにより利用料

金が低減される旨（屋根借りの場合は、屋根の使用料が加算される旨）を公表すること。 

・太陽光発電システム等が設置される住宅所有者等に対して、本助成金を申請すること及

び契約金額は当該助成金額が控除されていること（屋根借りの場合は、当該助成金額が

契約期間内の屋根の使用料合計に加算されていること）を説明すること。 

 

４ その他必要に応じた手続き等 

4.1 登録決定の取消し（事業プラン登録要綱第８条参照） 

（１）公社は、プラン登録事業者が次のいずれかに該当する場合は、登録決定の全部又は一

部を取り消すことができます。 

・虚偽申請等不正事由が発覚したとき。 

・登録決定の内容又は目的に反したサービスを行ったとき。 

・本事業における都又は公社の指示に従わなかったとき。 

・登録決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業員若しくは構成員を含む。）が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。 

・その他登録決定の内容、これに付した条件、その他法令又は実施要綱、事業プラン登録要

綱並びにその他公社が定める規定に違反したとき。 

（２）公社は、前項の取消しを行う場合には、あらかじめ都と協議します。 

（３）公社は、（１）の規定による取消しを行う場合は、速やかに当該プラン登録事業者に事

業プラン登録決定取消通知書（プラン様式８）により通知します。 

mailto:cnt-shokizero-zokyo@tokyokankyo.jp
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4.2 事業プランの変更（事業プラン登録要綱第９条参照） 

（１）プラン登録事業者は、登録した事業プランの変更を行う場合は、事前に、事業プラン

登録内容変更申請書（プラン様式９）その他の別表２に掲げる書類を公社に提出して

ください（共同事業プランの場合、共同事業者と共同で申請してください）。 

（２）公社は、前項の申請を受け、その内容が妥当であると認めるときは、当該変更を承認

します。 

（３）公社は、前項の承認を行うときは、事業プラン登録内容変更承認通知書（プラン様式

10）により、その旨を当該プラン登録事業者に通知します。 

※事業プラン登録後に、登録した契約書の提出書類作成例内で定義している公社指定項

目の記載内容が変更になった場合は変更申請を行ってください（公社指定項目以外の

記載内容のみが変更される場合、変更申請は不要です）。 

※事業プランの内容を変更する場合は、事前に内容変更の申請を行い、公社の承認後に

変更してください。公社の承認前に変更後の内容にて契約した場合、登録されている

プラン内容に該当しないため、助成対象外となります。 

 

4.3 事業者情報の変更に伴う届出（事業プラン登録要綱第 10条参照） 

プラン登録事業者は、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地等を変更した場

合は、速やかに、事業プラン登録事業者名称等変更届（プラン様式 11）その他の別表３に掲

げる書類を公社に提出してください（共同事業プランの場合、共同事業者と共同で届けてく

ださい。）。 

 

4.4 事業者の変更に伴う届出（事業プラン登録要綱第 11条参照） 

法人の合併、分割等によって、プラン登録事業者に変更が生じた場合は、速やかに、事業

プラン登録事業者変更届（プラン様式 13）その他の別表４に掲げる書類を公社に提出してく

ださい（共同事業プランの場合、共同事業者と共同で届けてください。）。 

※事業者の変更を行う場合、事前に公社にご相談ください。 

 

4.5 登録プランの取下げ（事業プラン登録要綱第 12条参照） 

（１）プラン登録事業者は、登録されたプランの取下げを行うときは、事業プラン登録取下

申請書（プラン様式 14）を公社に提出してください（共同事業プランの場合、共同事

業者と共同で申請してください。）。 

（２）公社は、（１）の申請を受け、その内容が妥当であると認めるときは、事業プラン登録

取下承認通知書（プラン様式 15）により通知及び当該申請を承認するとともに、登録

した当該登録プランを抹消します。 

 

4.6 指導・助言（事業プラン登録要綱第 13 条参照） 

公社は、本事業の適切な執行のため、プラン申請事業者及びプラン登録事業者に対し、必

要な指導及び助言を行うことができます。 
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4.7 個人情報等の取扱い（事業プラン登録要綱第 14条参照） 

公社は、本事業の目的を達成するために、本事業の実施に関し知り得たプラン申請事業者

及びプラン登録事業者に係る情報等を、必要な範囲内において、都に提供します。 

 

4.8 必要な許可等について 

申請者及び太陽光発電システム等の設置を請け負う事業者において、次の事項に該当する

場合は法令上必要な許可等を受けている必要があります。 

・建設業法において、税込 500万円以上（建築一式工事にあっては、税込 1,500 万円以上）

の建設工事を請け負う場合は建設業の許可を得ている必要があります。（建築一式工事の

うち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事の場合、請負代

金の額にかかわらず、許可は不要） 

なお、一つの工事を２以上の契約に分割して請け負う場合でも、各契約の請負代金の額

の合計が税込 500 万円以上となる場合は、建設業の許可が必要です。（工事現場や工期が

明らかに 別である等、正当な理由に基づく場合を除く。） 

・電気工事業法において、契約額にかかわらず、自社で施工する場合は自社、別の事業者等

に施工をさせる場合は当該事業者において、電気工事業登録をしている必要があります。 

4.9 その他（事業プラン登録要綱第 15条参照） 

（１）要綱に定めるもののほか、本事業の円滑かつ適正な運営を行うための必要な事項は、

公社が別に定めます。 

（２）要綱から明確に判断できない事項等、要綱の解釈に疑義が生じた場合は、その都度公

社が判断し、都と協議した上で対応方法を決定します。 
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５ 各種申請書類について 

プラン登録申請時は別表１の書類を提出してください。登録後に変更がある場合は、変更

内容に応じて別表２から別表４の書類を提出してください。 

申請書類の様式は、公社のホームページからダウンロードしてください。 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo/planrec 

 

別表１ 提出書類リスト（プラン登録申請時） 

No. 提出書類 様式番号 要否 備考 

１ 事業プラン登録申請書 プラン様式１ 〇  

２ 事業プランの内容 プラン様式２ 〇  

３ 料金比較表 プラン様式３ 〇 

・別途、月々の支払額及び契約期間内の支払総額

が分かる資料を添付してください。 

・支払額が決まっているプランの場合は、原則、

全ての料金体系について提出してください。 

・設置する設備の条件等により契約時に支払額

を決定する場合は、想定の資料を提出してくだ

さい。 

４ 誓約書 プラン様式４ 〇  

５ 口座登録届出書 プラン様式５ 〇 

・助成金の振込先口座（口座名義、口座番号）が

確認できる資料（通帳等の写し）を添付してく

ださい。 

・プランの追加登録においては、登録済みの口座

から変更がない場合は提出不要です。 

６ 会社の登記簿謄本の写し  〇 

・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書

を提出してください。 

・発行から３か月以内のものとします。 

・プランの追加登録においては、登録済みの登記

簿謄本から変更がない場合は提出不要です。 

・共同事業者がいる場合は、プラン登録事業者と

共同事業者の現在事項証明書又は履歴書全部

事項証明書を提出してください。 

７ 

事業プランに係る住宅所

有者等との契約書のひな

型 

 〇 

・ひな型が複数ある場合はすべて提出してくだ

さい。 

・提出書類作成例で定義している公社指定項目

の記載箇所が分かるようにしてください。 

・契約書のひな型と合わせて、事業プランに係る

住宅所有者等との契約書のひな型チェックシ

ートをご提出ください。 

・本要領の『2.2 事業プランの要件』を満たして

いることが確認できるよう、別途交付要綱に定

める誓約書を住宅所有者等と契約時に取り交

わしてください。 

８ 利用料金計画表のひな型  〇 

交付申請時に提出予定の、初期費用ゼロサービス

契約期間内の住宅所有者等の利用料金の合計額

から交付される助成金総額が控除されているこ

とがわかる書類のひな型を提出してください。 

９ プランの概要資料  〇 

リーフレット、ＨＰ、公表資料の写し等（新規事

業等により提出できない場合は理由書を添付し

てください。） 

10 事業スキーム図  〇 

・全ての事業者が確認できるようにしてくださ

い。 

・プラン申請事業者が、新築分譲住宅共有事業者

と、新築分譲住宅への太陽光発電システム等の

〇：要提出 △：該当する場合 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0-zokyo/planrec
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設置に係る契約を締結後、「交付要綱」第６条

の事前申込（以下「事前申込」という。）を行

う場合はプラン申請事業者と新築分譲住宅共

有事業者との関係が分かるようにしてくださ

い。 

 

11 
機器設置合意を確認でき

る書類のひな型 
 △ 

・事前申込を行う場合に提出してください。 

・住宅供給事業者との機器設置合意日が確認で

きる書類のひな型を提出してください。 

12 
サービス料を確認できる

書類のひな型 
 △ 

・事前申込を行う場合に提出してください。 

・助成金額及びサービス料金が確認できる書類

のひな型を提出してください。 

13 
その他公社が必要と認め

る書類 
 △ 公社から指示があった場合に提出してください。 

＜プラン登録申請時の提出書類に係る注意事項＞ 

・ 共同で申請する場合は、別表１の書類に加えて次の書類も提出してください。 

①別表１における No.４及び No.６について、共同事業者のもの 

②共同事業に関係する契約書（転リース契約、リースバック契約等） 

 

別表２ 提出書類リスト（プラン内容変更時） 

No. 提出書類 様式番号 要否 備考 

１ 申請書類チェックリスト  〇  

２ 
事業プラン登録内容変更

申請書 
プラン様式９ 〇  

３ 事業プランの内容 プラン様式２ △ 内容に変更がある場合に提出してください。 

４ 料金比較表 プラン様式３ △ 

・別途、月々の支払額及び契約期間内の支払総額

が分かる資料を添付してください。 

・支払額が決まっているプランの場合は、原則、

全ての料金体系について提出してください。 

・設置する設備の条件等により契約時に支払額

を決定する場合は、想定の資料を提出してくだ

さい。 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

５ 

事業プランに係る住宅所

有者等との契約書のひな

型 

 △ 

・契約書のひな型が複数ある場合はすべて提出

してください。 

・提出書類作成例で定義している公社指定項目

の記載箇所が分かるようにしてください。 

・契約書のひな型と合わせて、事業プランに係る

住宅所有者等との契約書のひな型チェックシ

ートをご提出ください。 

・2.2 事業プランの要件を満たしていることが確

認できるよう、別途交付要綱に定める誓約書を

住宅所有者等と契約時に取り交わしてくださ

い。 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

６ 利用料金計画表のひな型  △ 

・交付申請時に提出予定の、初期費用ゼロサービ

ス契約期間内の住宅所有者等の利用料金の合

計額から交付される助成金総額が控除されて

いることがわかる書類のひな型を提出してく

ださい。 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

７ プランの概要資料  △ 
・リーフレット、ＨＰ、公表資料の写し等 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

〇：要提出 △：該当する場合 
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８ 事業スキーム図  △ 

・全ての関係者が確認できること。 

・事前申込を行う場合はプラン登録事業者と新

築分譲住宅共有事業者との関係が分かるよう

にしてください。 

９ 
機器設置合意を確認でき

る書類のひな型 
 △ 

・事前申込を行う場合に提出してください。 

・住宅供給事業者との機器設置合意日が確認で

きる書類のひな型を提出してください。 

10 
サービス料を確認できる

書類のひな型 
 △ 

・事前申込を行う場合に提出してください。 

・助成金額及びサービス料金が確認できる書類

のひな型を提出してください。 

11 
その他公社が必要と認め

る書類 
 △ 公社から指示があった場合に提出してください。 

 

別表３ 提出書類リスト（事業者名称等変更時） 

No. 提出書類 様式番号 要否 備考 

１ 申請書類チェックリスト  〇  

２ 
事業プラン登録事業者名

称等変更届 
プラン様式 11 〇  

３ 

プラン登録事業者の変更

に伴う交付決定済み案件

変更内容及び案件一覧 

プラン様式 12 △ 
交付決定済みの案件がある場合は提出してくだ

さい。 

４ 事業プランの内容 プラン様式２ △ 
事業プランに関する問合せ先等（URL・電話番号

等）が変更になる場合は提出してください。 

５ 口座登録届出書 プラン様式５ △ 

・助成金の振込先口座（口座名義、口座番号）が

確認できる資料（通帳等の写し）を添付してく

ださい。 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

６ 会社の登記簿謄本の写し  〇 
・履歴事項全部証明書に限ります。 

・発行から３か月以内のものとします。 

７ 

事業プランに係る住宅所

有者等との契約書のひな

型 

 △ 

・契約書のひな型が複数ある場合はすべて提出

してください。 

・提出書類作成例で定義している公社指定項目

の記載箇所が分かるようにしてください。 

・契約書のひな型と合わせて、事業プランに係る

住宅所有者等との契約書のひな型チェックシ

ートをご提出ください。 

・2.2 事業プランの要件を満たしていることが確

認できるよう、別途交付要綱に定める誓約書を

住宅所有者等と契約時に取り交わしてくださ

い。 

・内容に変更がある場合に提出してください。 

８ 
その他公社が必要と認め

る書類 
 △ 公社から指示があった場合に提出してください。 

※共同事業者の事業者名等変更の場合、No.１、No.２、No.６の書類を提出してください（他、

変更がある場合は必要に応じて当該書類を提出してください。）。 

 

  

〇：要提出 △：該当する場合 
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別表４ 提出書類リスト（事業者変更時） 

No. 提出書類 様式番号 要否 備考 

１ 申請書類チェックリスト  〇  

２ 
事業プラン登録事業者変

更届 
プラン様式 13 〇  

３ 

プラン登録事業者の変更

に伴う交付決定済み案件

変更内容及び案件一覧 

プラン様式 12 △ 
交付決定済みの案件がある場合は提出してくだ

さい。 

４ 事業プランの内容 プラン様式２ 〇  

５ 誓約書 プラン様式４ 〇 ・変更後の事業者について提出してください。 

６ 口座登録届出書 プラン様式５ 〇 

・助成金の振込先口座（口座名義、口座番号）が

確認できる資料（通帳等の写し）を添付してく

ださい。 

７ 会社の登記簿謄本の写し  〇 
・履歴事項全部証明書に限ります 

・発行から３か月以内のものとします。 

８ 

事業プランに係る住宅所

有者等との契約書のひな

型 

 〇 

・契約書のひな型が複数ある場合はすべて提出

してください。 

・提出書類作成例で定義している公社指定項目

の記載箇所が分かるようにしてください。 

・契約書のひな型と合わせて、事業プランに係る

住宅所有者等との契約書のひな型チェックシ

ートをご提出ください。 

・2.2 事業プランの要件を満たしていることが確

認できるよう、別途交付要綱に定める誓約書を

住宅所有者等と契約時に取り交わしてくださ

い。 

９ 利用料金計画表のひな型  〇 

交付申請時に提出予定の、初期費用ゼロサービス

契約期間内の住宅所有者等の利用料金の合計額

から交付される助成金総額が控除されているこ

とがわかる書類のひな型を提出してください。 

10 
その他公社が必要と認め

る書類 
 △ 公社から指示があった場合に提出してください。 

※共同事業者の変更の場合、No.１、No.２、No.５、No.７の書類を提出してください（他、変

更がある場合は必要に応じて当該書類を提出してください。）。 

※プランの内容に変更がある場合は、別表２の資料も併せて提出してください。 

 

  

〇：要提出 △：該当する場合 
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＜提出書類作成例＞ 

利用料金計画表のひな型（分割還元の場合） 

 

 

以下の項目を必ず記載してください。 

・ 設置場所 

・ 設置機器の情報 

➢ 太陽光発電設備の発電出力及び蓄電池の蓄電容量 

・ 還元方法 

➢ 一括還元又は分割還元等、住宅所有者等への助成金の還元方法 

・ 助成金額 

・ 利用料金総額 

➢ 助成金適用前と適用後の金額をいずれも記載すること 

 

  

利用月数 定価（税込） 助成金適用後（税込） 助成金適用後（税抜）
1 22,000 11,000 10,000

120 2,640,000 1,320,000 1,200,000

助成金額
XXX,XXX

助成金額内訳 助成金額内訳
太陽光発電システム XXX,XXX
蓄電池システム XXX,XXX

設置機器 製品名 型式 発電出力／蓄電容量
太陽電池 XXXXX XXXXX ◯kW
パワーコンディショナー XXXXX XXXXX ●kW
蓄電池システム XXXXX XXXXX △kWh

契約者名 環境　太郎
設置場所 東京都〇〇市～～
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事業プランに係る住宅所有者等との契約書のひな型 

（１）契約書ひな型は以下に該当する全てのものをご提出ください。 

   ・公社指定項目の記載位置が大きく異なる場合（例：Webと紙で契約書のレイアウトが異

なる場合） 

   ・公社指定項目の記載内容が異なる場合（例：任意の項目が入っている契約書と入ってい

ない契約書がある場合） 

（２）公社指定項目は必須項目、任意項目で分けています。 

   【必須項目】 

   ・プラン登録要綱第４条で掲げる要件のうち、住宅所有者等に直接的に影響がある内容 

・交付申請時に申請フォームに入力する住宅所有者等に関する内容 

・住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業助成金交付要綱で定める契約の変更、契

約解除の制限に関する内容 

【任意項目】 

・プラン登録要綱第４条で掲げる要件のうち、初期費用ゼロサービス契約の前提となり、

直接的には住宅所有者等に影響がない内容 

※契約書ひな型内に任意項目の記載がない場合でもプラン登録要綱第４条の要件をすべて

満たしている必要があります。 

※公社指定項目で定義されていない内容であっても各種法令を順守する必要があります。 

公社指定項目以外で助成金に関わらない内容については公社で審査を行わないため、法

務担当等と調整のうえ、契約書ひな型を作成してください。 

（３）公社指定項目は以下の表のとおりです。 

   なお、公社指定項目は文言が一致していなくても要旨が同じであれば良いです。 

 

No 項目 

プラン登録

要綱第 4 条

のうち 

該当する号 

必須/ 

任意 

交付申

請時の

必要有

無 

備考 

1 
案件番号、契約書番号等、一意に識別できる

番号 
- 任意 

記載時は

必要 
 

2 プラン名 - 必須 必要  

3 契約者名（住宅所有者等名） - 必須 必要  

4 設置場所 - 必須 必要  

5 契約日 - 必須 必要  

6 月額サービス料 - 必須 必要  

7 
太陽光発電システム等が設置されていると

分かる文言 
- 必須 不要  
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8 
住宅所有者等が負担する初期費用が不要な

サービスであること 
一 任意 不要  

9 

設置される太陽光発電システム等が、停電

時においても電気供給を継続する機能を有

していること 

二 任意 不要  

10 

太陽光発電システム等が故障した場合、事業

者又は機器製造者による速やかな交換又は

修理が行われるサービスが、契約期間中、付

帯していること 

三 必須 不要  

11 

交付される助成金総額が、住宅所有者等の

契約した登録事業プランの契約期間内のサ

ービス利用料金等の合計額から控除されて

いる（屋根借りの場合は、助成金総額が契約

期間内の屋根の使用料の合計額に加算され

ている。）、又は住宅所有者に還元されてい

ると分かること 

四 任意 不要  

12 

太陽光発電システム等又は当該設備の取付

工事が原因で生じた身体障害又は財物損壊

に起因する賠償責任補償が付帯しているこ

と 

五 必須 不要  

13 

設置施工の安全性確保について、対象機器

が立地上又は構造上危険がないことを確認

すること。また、公社が求めた場合には、安

全性等を確認する書類の提出に応じること 

六 任意 不要  

14 

周辺環境への配慮に係る関係ガイドラインの

遵守について、『太陽光発電の環境配慮ガイ

ドライン（環境省）』に準拠するとともに、「都

民の健康と安全を確保する環境に関する条

例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を

遵守すること 

七 任意 不要  

15 
太陽光発電システムの要件、型番設置容量

等の機器情報 
八 任意 

記載時は

機器情報

のみ必要 

要件はプラン登録要綱第 4

条八号で定義している要件を

指す 

16 機能性ＰＶの設置方法 九 任意 不要  
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17 蓄電池の要件、型番設置容量等の機器情報 十 任意 

記載時は

機器情報

のみ必要 

要件はプラン登録要綱第 4

条十号で定義している要件を

指す 

18 契約期間 十一 必須 必要  

19 

太陽光発電システムから得られる環境価値

について、住宅所有者から譲渡を受ける事

業プランにおいては、譲渡を受けた環境価

値については、都内で活用するものである

こと、又は固定価格買取制度を活用すること 

十二 任意 不要 
環境価値の譲渡を受ける場合

は必須 

20 契約満了時の対応 - 必須 不要 自己所有モデルの場合は任意 

21 契約内容が変更になる場合の対応 - 必須 不要  

22 中途解約（住宅所有者等からの申出） - 必須 不要  

23 契約解除（プラン登録事業者の判断） - 必須 不要  

24 契約対象者 - 必須 不要 

契約書の他に約款等がある場

合のみ 

年齢、所得等の契約可能な条

件を記載 

25 
住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強

事業助成金交付要綱の規定に従うこと 
- 任意 不要  

 

（４）契約書ひな型提出時は以下の対応を行ってください。 

   ・契約によって異なる内容（例：契約者名、設置場所）を赤枠で囲う 

   ・契約によって変わらない内容は下線又はマーカーを引く（色指定なし） 

   ・チェックシート内に公社指定箇所がどの文書のどの条、章、箇所に明記されているかを

記載 

    ※契約書だけでなく、契約書に関連する全ての文書（約款、利用規約等）が対象です。 

（５）プラン登録/変更決定後に公社から承認したことを示した契約書ひな型を返却します。 
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（６）交付申請審査円滑化のために、交付申請時は初期費用ゼロサービス契約に係る契約書の写

しとともに（５）で返却した契約書ひな型もご提出ください。 
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事業スキーム図 

例１ リース・共同事業者なし 

 

 

例２ 電力販売・共同事業者あり 

 

 

例３ 自己所有モデル・共同事業者なし 

 

 

プランに関与する以下の事業者等を全て記載し、契約関係や金銭の流れについて図で示してくだ

さい。 

・ プラン登録事業者 

・ 共同事業者 

➢ 詳しくは、本募集要領の『3.1 事業プランの登録申請・受理・決定』をご参照くださ

い。 

・ 太陽光発電システム等の設備の所有権を有する者 

・ 太陽光発電システム等の設備を実際に使用収益する者（太陽光発電システムから得られる余

剰電力を売電する者） 

・ 設備購入及び工事契約の相手方となる事業者 

➢ 事業者名の記載は不要です。 
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